
広報ほんじょう広告掲載基準

（趣旨）

第１条 この基準は、本市が発行する広報ほんじょうへの広告掲載について、本

庄市有料広告事業取扱要綱（平成１９年本庄市告示第４０号）の規定によるも

ののほか、必要な事項を定めるものとする。

（広告掲載場所）

第２条 広告の掲載場所は、市長が指定する頁の最下段面とし、位置の指定はで

きない。

（広告掲載料等）

第３条 広告掲載料は、１枠あたり月号３回につき３０，０００円とする。ただ

し、掲載期間が月号３回未満の場合は１回につき１０，０００円とする。

２ 広告の規格（１枠）は次のとおりとする。

 （１） サイズ 概ね５２ｍｍ×８６ｍｍ

 （２） 刷色 単色（黒）

（広告掲載数）

第４条 広告の掲載数は、募集時に市長が指定する。

２ 広告掲載の申込みは、申込者１人につき１枠とする。

（広告掲載期間）

第５条 広告掲載期間は月号３回を単位とし、１回の申込みにより掲載できる期

間は最長月号１２回とする。ただし、年度を越えることはできない。

２ 掲載枠に空きがある場合には、月号３回未満の掲載もできるものとする。

（募集方法等）

第６条 広告の募集は原則として公募とし、広報紙、ホームページ等により行う

ものとする。

２ 申込みが募集件数を超えたときは、本庄市有料広告事業取扱要綱第８条第２

項により優先順位を決定する。同順位に複数の申込者がいる場合は、掲載希望

期間が多いものを優先し、掲載希望期間が同一の場合は、抽選により決定する

ものとする。

３ 第１項による募集の締切り後も掲載枠に空きがあるときは、市内事業者等に

対し個別に案内をすることができ、申込書の先着順により掲載ができるものと

する。

（広告の内容）

第７条 申込み時に提出された原稿の内容、デザイン等について、広報ほんじょ

うへの掲載にふさわしくない部分があるときは、市長は申込者に修正を依頼す

ることができる。



２ 申込者が前項の修正に応じないときは、市長は掲載を不可とすることができ

る。

（その他）

第８条 この基準に定めるもののほか、広告に関して必要な事項は、本庄市有料

広告事業取扱要綱の規定を適用する。

２ 前項に定めるもののほか、広告に関し必要な事項は、別に定める。 

 附 則

 この基準は、平成２２年１月１日から施行する。

附 則

 この基準は、平成２５年６月１４日から施行する。

附 則

 この基準は、平成２５年１１月１日から施行する。

附 則

 この基準は、平成３１年１月２５日から施行する。


